
ノンフリート等級別料率制度改定のご案内 －平成２５年（２０１３年）５月１日実施－ 
 

イーデザイン損害保険株式会社は、平成２５年５月１日から、事故有契約者と無事故契約者のご契約者間の公平性を高めるために

ノンフリート等級別料率制度の改定を実施します。 

 

改定内容と改定の実施時期は次のとおりとなります。(改定内容の詳細は下記 １事故の種類の改定、２等級別係数の改定・事

故有係数適用期間の設定 をご覧ください。) 

 

（保険開始日）                  平成２５年５月１日      平成２６年５月１日     平成２７年５月１日 
                            ▼            ▼            ▼ 

１ 事故の種類 現行制度 新制度 新制度 新制度 

                               新制度の「事故の種類」に基づいて次契約の等級別係数が決定されます。 

等級別係数 現行制度 現行制度 新制度 新制度 
２ 

事故有係数適用期間 なし 原則０年＊ ０～６年 ０～６年 

＊満期日が平成２６年５月１日以降の長期契約に事故があり、そのご契約を平成２５年５月１日以降に解約し新たにご契約される場合や、保険開始日が

平成２５年５月１日以降の短期契約に事故があり、そのご契約を更新される場合などは「１～６年」となることがあります。 

 

 

 

１ 事故の種類の改定 －｢等級すえおき事故｣の廃止－ 

保険開始日が平成２５年５月１日以降のご契約から、「等級すえおき事故」を廃止し、これに該当する事故を「１等級ダウン事故」

として取り扱います。また、従来の「等級カウント事故」を「３等級ダウン事故」に名称変更します。なお、「ノーカウント事

故」は変更ありません。 

 

現行制度 新制度 
（保険開始日が平成２５年４月３０日以前のご契約） 

 

（保険開始日が平成２５年５月１日以降のご契約） 
 

事故の種類 次契約に適用される等級 事故の種類 次契約に適用される等級 

ノーカウント事故 
現在の等級に「１」を加えた等級

（事故件数に数えない） 
ノーカウント事故 

現在の等級に「１」を加えた等級
（事故件数に数えない） 

等級すえおき事故 現在の等級と同じ等級 １等級ダウン事故 
現在の等級から事故１件につき 

「１」を引いた等級 

等級カウント事故 
現在の等級から事故１件につき

「３」を引いた等級 

 

３等級ダウン事故 
現在の等級から事故１件につき 

「３」を引いた等級 

※該当する事故の内容については、「自動車保険のしおり･約款」をご覧ください。 

 

 

 

２ 等級別係数の改定・事故有係数適用期間の設定 

保険開始日が平成２６年５月１日以降のご契約から、等級別係数は「無事故係数」と「事故有係数」に区分され、同一等級では「事

故有係数」のほうが「無事故係数」に比べて保険料が高くなります。 

また、「事故有係数」を適用する期間を「事故有係数適用期間」といい、事故の種類・件数に応じて設定されます。 

 

現行制度 新制度 

（保険開始日が平成２６年４月３０日以前のご契約） 

 

（保険開始日が平成２６年５月１日以降のご契約） 
 

適用される等級別係数 適用される等級別係数 

無事故係数 ： 事故有係数適用期間が「０年」の場合 
事故の有無にかかわらず、同一等級では同じ等級別

係数が適用されます＊。 

 

事故有係数 ： 事故有係数適用期間が「１～６年」の場合 

＊ただし、ノンフリート等級別料率制度とは別に、前契約の事故件数による割増引があります。



 ●事故有係数適用期間 
 

ご契約の区分 保険開始日 事故有係数適用期間 

新規のご契約 平成２５年５月１日以降 ０年 

平成２５年５月１日以降 

平成２６年４月３０日以前
原則０年＊ 

更新のご契約 

平成２６年５月１日以降 
０～６年 

⇒下記＜事故有係数適用期間の計算式の例＞をご覧ください。

＊満期日が平成２６年５月１日以降の長期契約に事故があり、そのご契約を平成２５年５月１日以降に解約し新たにご契約される場合や、保険開始

日が平成２５年５月１日以降の短期契約に事故があり、そのご契約を更新される場合などは「１～６年」となることがあります。 

 

＜事故有係数適用期間の計算式の例＞（前契約の保険期間が１年の場合） 
 
  前契約の事故有係数適用期間が「０年」の場合 
 

事故有係数 

適用期間 
＝   

前契約の「３等級

ダウン事故」の件数
×｢３年｣ ＋ 

前契約の「１等級

ダウン事故」の件数
×｢１年｣

    

  前契約の事故有係数適用期間が「１～６年」の場合 
 

事故有係数 

適用期間 
＝ 

前契約の事故有

係数適用期間 
－｢１年｣ ＋  

前契約の「３等級

ダウン事故」の件数
×｢３年｣ ＋ 

前契約の「１等級

ダウン事故」の件数
×｢１年｣

 

 ●適用する等級別係数・事故有係数適用期間の例（保険期間１年のご契約を更新してご契約される場合） 
 

 〈例１〉現契約の保険開始日が平成２５年５月１日・２０等級・事故有係数適用期間「０年」で、「３等級ダウン事故」（  ）

が１件発生した場合 

 現契約 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 

適用する無事故係数      

適用する事故有係数      

事故有係数適用期間 ０年 ３年 ２年 １年 ０年 

                                      （３等級ダウン事故件数：１件×「３年」）＋（１等級ダウン事故件数：０件×「１年」） 

  

 〈例２〉現契約の保険開始日が平成２５年５月１日・２０等級・事故有係数適用期間「０年」で、「３等級ダウン事故」（  ）

が１件、翌年も「３等級ダウン事故」（  ）が１件発生した場合 

 現契約 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 ６年後 ７年後 

適用する無事故係数         

適用する事故有係数         

事故有係数適用期間 ０年 ３年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 ０年 

２０等級 * 

１７等級 １８等級 

２０等級 

１９等級 

１７等級 １８等級 

１９等級 ２０等級 * 

１７等級 １５等級 １６等級 １４等級 

                       （前契約の事故有係数適用期間：「３年」－「１年」）＋（３等級ダウン事故件数：１件×「３年」） 

＋（１等級ダウン事故件数：０件×「１年」） 

＊保険開始日が平成２６年４月３０日以前のご契約の場合、同一等級では同じ等級別係数が適用されます。 

 

 

 

３ 告知事項・通知事項の追加・変更について 

制度改定に伴い、保険開始日が平成２５年５月１日以降のご契約から、以下のとおり告知事項･通知事項を追加･削除します。 

○前契約がある場合の告知事項として、前契約の「保険開始日」、「解約・解除された場合の本来の満期日（解約・解除前の満期

日）」および「事故有係数適用期間」を追加し、「保険期間」を削除します。 

○前契約がある場合の通知事項として、前契約の「事故有係数適用期間」を追加します。 

 

 

 

この資料はノンフリート等級別料率制度改定の概要をご説明したものです。前契約の保険期間が１年以外の場合など、お取り扱いが異なる場合

があります。 
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